
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� パソコンを除却した日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ｑ：パソコンを廃棄物処理業者に委託して

処分しましたが、除却損はいつ計上したらい

いですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：原則はマニフェスト伝票の記載日です

が、引渡し日でも認められる場合があります。 

【解説】  

パソコンは、産業廃棄物の対象になります

ので、むやみやたら処分することができず、廃

棄物処理業者に委託する場合が多いのではな

いかと思われます。 

これまでは、業者に引き渡せば所有権が相

手に移るということで、その引渡しの時点で

除却損を計上するということが行われてきま

したが、廃棄物処理法ができてからは、パソコ

ンが確実に処分される日(具体的には、いわゆ

るマニフェスト伝票によって処分が確定した

日)まではそのパソコンを引き渡した者に責

任があるということになっていますので、引

渡し時ではなく、処分の確定した日でないと

廃棄損を計上することはできないのではない

かと考えられます。 

ただ、実態としては、引渡しをした時点で、

すでにそのパソコンは事業の用に供されてい

ないことは明らかであり、仮に処分が確定し

ておらず所有権が引き渡した会社に残ってい

たとしても、実質的には有姿除却に近い状態

にあるものと思われますので、今後使用しな

いということが内部資料で明らかであり、将

来的にもこれを使わないということであれば、

引き渡した日に除却したものとして処理して

も認められるものと思われます。 
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